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1．はじめに

小論では，北アイルランドにおける分権化の経緯，現状と課題などについ

て整理したいと考えている。まず始めに，北アイルランドが成立することに

なった経緯について述べる。アイルランドは，連合王国の一部を構成するも

のとして，統治されていたが，そこで，ナショナリズム（民族主義）の高揚

が見られ，それがやがてアイルランドの分離・独立を求める運動につながっ

ていった。元来，このナショナリズムの高まりや分離・独立運動の背景・要

因は，アイルランドが，半植民地のような差別的な境遇に置かれており，ま

たそれに，英国国教会とカトリックとの宗教的対立が関係していることが原

因である。つまり，英国では，国教会が支配的であるが，アイルランドには，

カトリック教徒が多く，アイルランドでは，国教徒の支配者層がカトリック

教徒のアイルランド民衆を支配するという構図が見られた。ナショナリズム

の高まりや分離・独立運動に対する英国政府の対応は，紆余曲折を極めた。

その結果，カトリック教徒の多い南部アイルランドは英国から分離・独立し，
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国教徒が多い北部は北アイルランドとして連合王国に留まるという，アイル

ランドの南北「分裂」という解決策であった。実は，この政治過程の中に，

英国における分権化（devolution）の基本的な特徴が含まれている。そこで，

小論では，まずこの経緯について整理し，分権化（devolution）という問題

の基本的な性格について明らかにしたい。

次に，北アイルランドの成立後（つまり南部の独立後），北アイルランド

には，ウェストミンスター国会の権限を一部移譲する地域議会が設けられた。

この北アイルランド議会は，ベルファースト近郊のストーモントの地に置か

れたので，ストーモント議会と通称される。このストーモント議会は，1922

～ 72 年まで存続した。このストーモント議会が，英国における「初めての

分権化（first devolution）」と言うことができる。その意味でも，上記のア

イルランド分割の過程とあわせて，アイルランド問題こそが，英国における

分権化（devolution）の原型だと言える。

そしていよいよ 3 番目の問題として，1998 年以降の分権化の問題につい

て触れたいと思う。この時期における分権化の動きは，北アイルランドだけ

ではなく，スコットランドやウェールズにおいても見られるものである。わ

が国においては，むしろスコットランドでの分権化のほうが注目されている。

英国における分権化は，わが国における分権改革などと少し意味が異なり，

国の議会（英国の場合は，ウェストミンスター国会）から，各地域に設置さ

れた議会へ立法権の一部を移譲することが改革の中心である。この点は，北

アイルランドでも，スコットランドやウェールズでも程度の差はあれ（移譲

される権限の大小のちがいはあれ），共通している。しかしながら，北アイ

ルランドにおける分権化は，他の 2 地域にはない独特のしくみとプロセスを

持つことになった。これには，北アイルランド内における内紛状況と，アイ

ルランド共和国との関係に原因があった。つまり，北アイルランドの成立後，

アイルランドの分割後も，国教徒とカトリック教徒の宗教的対立は根本的に

は解決されておらず，そしてそれが，北アイルランド内の政治対立（政党間

の対立）にも組み込まれていた。そこで，対立する両派権力のバランスに留
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意した独特の政治制度が導入されることになった。しかしながら，それでも，

1998 年以降の分権化の歩みは非常に険しいものであった。

　小論では，以上のような 3 つの時期に分けて，北アイルランドにおけ

る分権化の問題を整理するつもりである。小論では，英国における分権

化（devolution）の状況を解説する標準的なテキストであるディーコンの

Devolution in Britain today を参考にしながら，上記の 3 つの時期におけ

る出来事について整理するつもりである。北アイルランドの分権化の状況に

ついて解説する日本語文献は少ない。北アイルランドにおける分権化の流れ

を通史的に把握するところに小論の目的がある。つまり，小論は今後の本格

的な分析のための基礎を成すものであり，その意味で研究ノートとして発表

する。

2．ホームルールをめぐる動き

（1）ナショナリズムの台頭

本節では，アイルランドにおいて，ナショナリズムが台頭し，それに対し

て，英国政府がアイルランドに強い自治権を与え，アイルランドが，連合王

国から分離・独立する危険性を避けようと努めるプロセスについて整理する。

アイルランドにおけるナショナリズム高揚の背景・要因は，上記のように宗

教的問題と社会・経済的な問題であった。後者の社会・経済的な問題とは，

大ブリテン（特にイングランド）に比べて，経済的に貧しく，社会の各所で，

国教徒やイングランド人たちがエリート層・支配層を形成して，カトリック

のアイルランド人たちは差別され，搾取されていたことを意味している。当

初，アイルランドにおけるナショナリズム運動では，宗教的問題の影響力の

ほうが大きかったが，次第に運動の重心が，社会・経済的問題のほうへ移っ

ていった。英国による支配からのアイルランドの離反の契機となったのは，

1848 年のポテト飢饉であった。19 世紀に入り，英国の各地で，カトリック

教徒の自由や権利を主張する運動が展開されていた。その意味では，アイル
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ランドだけで見られたことではなかった。しかしながら，アイルランドにお

ける動きが最も激しいものであった。それは，アイルランドでは，腐敗や汚

職が蔓延していて，それに対する改革の取り組みが極めて不十分なものであ

り，結果的に，プロテスタントの地主たちの利益・権力を温存させることに

なっていたからである。

アイルランドにおける組織的なナショナリズム運動は，1832 年に，オコ

ンネル（OʼConnell）が，カトリック協会を形成することによって始まった。

しかし，これは，政府の弾圧を受ける前に，2 年後の 1835 年には解散され

た。その後，また再結成するなど，断続的な動きが見られた。オコンネルは，

1828 年に国会議員になる。当時のアイルランドでは，社会・経済的問題の

代表例として，土地の借地問題に不安が広がっていた。つまり，地主は，プ

ロテスタントたちで，アイルランドのカトリックは，小作農として被支配的

な立場に置かれていた。そこで，オコンネルは，この問題への解決を目指し

て，1841 年に全国廃止協会を創設した。

オコンネルの死後，アイルランドにおけるナショナリズム運動は，2 人

のプロテスタント（Smith OʼBrien と John Mitchel）によって引き継がれた。

さらにその後，ナショナリズム運動の主導権は，フェニアン（Fenian）によっ

て握られることになった。このフェニアンは，暴力的な活動をしばしば行い，

そのため，多くの活動家たちが刑務所に送られた。そこで，その間の組織を

守ったのが，イサック・ブット（Isaac Butt）であった。その後，ブットは，

1870 年に Home Government Association1）を設立した。

もう一人，ナショナリズム運動の中心人物を紹介しなければならない。

それは，アイルランド民族党のリーダーのチャールズ・パーネル（Charles 

Parnell）である。パーネルの思想は過激であり，議会内では一応，Home 

Rule Association と連携していたが，ブットの穏健路線には不満があった。

そこで，1878 年にブットとは別れて，翌 79 年にアイルランド土地連盟の代

表になり，1881 年，首相のグラッドストンに土地法の改正を迫った。1881

年 10 月，パーネルとその他 2 名の国会議員は逮捕され，キルメイナム刑務
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所に送られたが，キルメイナムの取り決め（Treaty of Kilmainham）に従って，

1882 年 5 月，パーネルは釈放された2）。しかし，その後，状況は急に悪化した。

同じ 1882 年，新しく赴任したアイルランド首席大臣とその次官が，共和主

義のテロリスト・グループによって殺された。政府は，その反動として，非

常に厳しい威圧政治法（Coercion Act）によってナショナリストたちを締め

上げた。しかし，パーネルは，暴力的な活動に関わることなく，グラッドス

トンとの約束を守って，議会内での活動に専念し，次第にホームルールへの

活動に集中するようになった。

（2）ホームルールの提案とその後の過程

前節で見たように，アイルランドにおけるナショナリズム運動は，多様な

活動家や組織が，入れ替わりに活動の舞台に登場し，また消えていったが，

その中で，ブットに代表されるような穏健派と，パーネルに代表されるよう

な過激派があった。そして，両者とも，アイルランド選出の議員として，英

国議会（ウェストミンスター国会）に議席を持ち，議会内での活動に関わっ

ていたというところにアイルランドのナショナリズム運動の一つの特徴が

あった。また，当初，過激派だったパーネルが，穏健路線に転じたところ

に，アイルランド問題への解決の可能性が出てきた。と言うのは，英国政府

にとって，アイルランドでのナショナリズム運動は，その運動が英国全体の

平穏を乱す危険があるというだけではなく，アイルランド選出の議員たちが，

国会のキャスティングボートを握っていたので，政権党としても，この問題

は，政治戦略的な意味で見過ごすことができない重要な問題であった。具体

的には，1885 年の庶民院の選挙において，アイルランド民族党の国会議員は，

86 名になった3）。その一方，自由党の議員数は激減し，自由党はアイルラン

ド民族党の協力がなければ政権を維持することができなかった。このような

状況の中，パーネルは，グラッドストンにホームルールの制定を要求した。

上記では，ホームルールについては，「強い自治権を与える（認める）こと」

というように，簡単に記したが，もう少し正確に言えば，アイルランドのよ
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うな一定のプロビンス（地域）に自治政府の樹立を認め，立法権（独自の立

法の制定）も認めることを言う4）。しかし，立法権の移譲は，事実上の国家（連

合王国）の分裂（分断）になるのではないか，そして，それは英国憲法上認

められることなのかという問題に直面することになった。つまり，英国の統

治構造は，ウェストミンスター国会の至高性を前提にしており，アイルラン

ドにホームルールを認めることは，このウェストミンスターの主権に抵触す

ることになるのではないかという危惧である。

このあたりに，その後，“devolution” という解決策が登場する背景があり，

また逆の言い方をするならば，そこに “devolution” が持つ実際的な特徴と必

要性が含まれている。そこで，北アイルランドの “devolution” に関心を持つ

小論が，この時代の流れを整理しているのである。グラッドストンは，エド

モンド・バークのウェストミンスター国会に関する見方を参考にした。バー

クは，ウェストミンスター国会には，①大ブリテンおよびアイルランドとい

う国の国会と，②大英帝国を構成する国々の帝国議会という 2 つの役割があ

ると指摘した。また，グラッドストンは，ノルウェーとスウェーデンとの連

合や，オーストリア・ハンガリー帝国などの国家連合の形態などについても

参考にした。しかし，グラッドストンが最も参考にしたのは，カナダの事例

である。カナダは，1867 年英領北アメリカ法によって成立した国であり，ウェ

ストミンスター国会は，カナダ連邦政府に権限を移譲した。しかし，カナダ

政府は，引き続き英国国王の代理である総督と枢密院司法委員会の支配下に

あった。グラッドストンは，この方式をアイルランドにも応用しようと考え

た。ただし，カナダとアイルランドでは，地理的な状況が異なった。つまり，

カナダは，ロンドンから遠く離れているため，ロンドンが統制することは難

しい。つまり，多くの権限が移譲の対象になり，独自でそのような移譲され

た権限に対する判断を行うことが求められた（その中には，外交や国防に関

する事項も含まれていた）。一方，アイルランドはロンドンに近く，そのよ

うな多くの権限の移譲の必要性はなかった。そこで，移譲される権限は，内

政事項が中心になることが予想できた。つまり，立法権が 2 つに分けられ，
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ウェストミンスター国会に留保される権限とダブリンの議会に移譲される権

限に分けられた5）。そして，ウェストミンスター国会に留保される権限とし

ては，①君主，軍隊（国防），②外交，植民地関係，③貿易保護，関税など

が挙げられた。

ホームルール法案は，計 3 回提案された。その中で，次の 2 つの点が問題

になった。一つは，代表性に関する問題である。つまり，アイルランドはウェ

ストミンスター国会でどのような形で代表されるのかという問題である。も

う一つは，税制に関する問題である。税はアイルランドでどのように集めた

らよいのかという問題である。この 2 つの点が主要な論点になったが，ホー

ムルール法案のパターンとしては，次の 3 つの選択肢が考えられた。①ウェ

ストミンスター国会には，アイルランドの代表権はないという解決策である。

つまり，アイルランド選出の国会議員をウェストミンスターに送ることはな

いという意味である。この場合，アイルランドには課税権は免じられる。「代

表なければ課税もなし」の原理が適用される。② “in and out” という選択肢

である。これは，アイルランドおよび連合王国全体のことが論じられる時に

は，ウェストミンスターに出席するが，イングランド，ウェールズ，スコッ

トランドのことが論じられる時には出席しないという方法である。しかし，

これは，現実の政治的事情から不可能であった。つまり，上記のように，19

世紀後半の国会では，自由党は，アイルランド民族党の協力によって政権を

維持していたからである。③アイルランド議員たちのウェストミンスターに

おける代表制は維持するが，その人数は減らすという選択肢である。ウェス

トミンスターからアイルランドにかなりの数の権限が移るのであるから，従

来のような代表権（議員数）は必要なくなるという論理である。一見，合理

的に見える理屈であるが，これについても問題が提起された。それは，アイ

ルランド以外の地域選出の議員は，アイルランド問題について論じられない

のに（アイルランドの議会で論じるから），アイルランドの議員たちが，ア

イルランド以外の地域の問題について議論するのは不公平ではないかという

指摘である。これは後に，スコットランドの問題について「ウェストロジア
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ン問題」として再提起されることになる問題である。

税制については，帝国税の取り扱いをどうするかという点が問題になった。

これは主に国防関係に使われた。1886 年に，帝国税は，総帝国支出の 15 分

の 1 に固定することが提案され，しばらくそれで運用された。しかし，それ

は，1893 年に変更され，アイルランドの関税の 3 分の 1 が帝国税に回され

ることになり，残りはアイルランドで使えるようになった。その後，福祉国

家化の進展によりさらに変更された（1912 年）。

最初のホームルール法案では，グラッドストンは，上記の第 1 の選択肢（ア

イルランド議員の排除）を志向したが，首相にも反対されるような状態であっ

た。第 2 の選択肢（“in and out” 選択）も少し考慮したが，多くの反対があった。

自由党は 1892 年に再び政権を獲得した。グラッドストンは，1893 年に第 2

のホームルール法案を提出した。そこでは，第 3 の選択肢が採られた。それ

までのアイルランド選出の国会議員数を 103 人から 80 人にした。第 2 のホー

ムルール法案は，庶民院は通過したが，貴族院で否決された。その後，1895

年に保守党が政権を獲得してからは，保守党はホームルールに対して全く関

心を示さなかった。ただし，保守党は，バルフォア政権の下で，多様で寛大

な社会政策を展開したので，「優しさでもってホームルールを葬る」との戦

略が取られた。アスキスの下で，自由党は再び政権の座に着いた。アスキス

は，貴族院改革を決意した。それは，1909 年の予算に対する貴族院の拒絶

を問題に感じたからである。しかし，議会法の通過のためには，アイルラン

ド民族党の協力が必要であった。そこで，アスキスは，議会法への見返りに，

第 3 のホームルール法案（1893 年法と同じく第 3 の選択肢を採用）を 1912

年に提案した。これは，無事に両院を通過した。

3．アイルランド分割とストーモント議会

（1）分割への道

第 3 のホームルール法案は，1912 年に議会を通過した。しかし，エドワー
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ド・カーソン（Edward Carson）やアルスターのオレンジ・オーダー（Orange 

Order）の反対，英国軍兵士の反乱などにより，その実施は 2 年間延期された。

そのうちに第 1 次大戦が始まり，英国もこれに巻き込まれたため，ホームルー

ルの実施はさらに遅れた。その間にアイルランド内における政治状況が大き

く変化していた。つまり，古くからの穏健的なアイルランド民族党は衰退し，

代わって革新的なナショナリストたちが勢力を持ち始めていた。1918 年の

庶民院選挙において，シンフェイン党が，103 のアイルランド人議席のうち，

72 を獲得した。しかし，シンフェイン党議員たちは，ウェストミンスター

の議場に座ることを拒絶し，1919 年 1 月 21 日，Dail Eireann（アイルラン

ド国会）を形成し，共和制を宣言した。英国政府は，すぐに Dail を非合法

だと非難し，9 月には，軍によって強制的に閉会させられた。

ロイド・ジョージは，1919年12月，ホームルール法案を再提案した。しかし，

それは 1912 年のものと比べると，かなりの修正が見られた。その最も主要

な点は，ダブリンとベルファーストの両方に，ウェストミンスターから権限

移譲された議会を設置するというものだった。これらの両議会の議員は，比

例代表制によって選ばれ，そして，アイルランドからはウェストミンスター

国会にも議員を送り続けるという案であった。アルスター統一党（UUP）は，

1920 年 3 月にこの法案の受け入れを決めた。しかし，Dail はこの提案を拒

絶した。なぜならば，Dail は，全アイルランドの独立と共和制を要求してい

たからである。それ以後，IRA と英国軍の間で戦闘が繰り広げられることに

なった。その戦いの真っ最中の 1921 年 5 月，権限移譲（分権化）された議

会の最初の選挙が行われた。南部では，シンフェイン党が 128 議席中 124 議

席を獲得した。北部では，ユニオニストが 40 議席を獲得したが，12 議席は，

ナショナリストとシンフェイン党の混合によって取られた。そして，Eamon 

de Valera とクレイグ（Sir James Craig）が，それぞれ南と北の首相に任命さ

れた。

北アイルランドの政治は，ホームルール法案の線に沿って発展した。1921

年6月22日，国王ジョージ5世は，北アイルランド議会を開会した。南部では，
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7 月，停戦が呼び掛けられ，ロイド・ジョージと de Valera は話し合いに入っ

た。しかし，それはすぐに決裂したが，10 月，アイルランド会議（Conncil 

of Ireland）が再召集された。この話し合いの結果，英愛条約が作られ，12

月 6 日，署名された。その要点は，次の 2 点である。

①　南アイルランドの 26 のカウンティは，アイルランド自由国を作る。そ

れは，大英帝国に所属するが，完全に独立的な地位を有する。

②　アルスターの 9 つのカウンティのうち 6 つは，アイルランド自由国とは

別れて，北アイルランドの権限移譲された政府を作る。そして，引き続き，

ウェストミンスター国会に議員を送る。

1922 年 1 月 7 日，Dail は，投票の結果，賛成 64 対反対 57 で，しぶしぶ

この分割案を受け入れた。条約は，1922 年 2 月 17 日，ロンドンで署名され，

12 月 6 日，効力を発揮した。しかし，シンフェイン党の大部分は，分割を

受け入れず，それ以後，激しく残忍な内乱が公式の自由国政府と IRA の間

で繰り広げられることになった。

問題は，アイルランド自由国から切り離され，北アイルランドとして連合

王国に帰属するカウンティをどこで切るかということであった。プロテスタ

ントの勢力は，確かにアルスター（北部地域）で強かったが，その状況はカ

ウンティごとに異なった。Autrim，Armagh，Down，Londonderry の 4 つの

カウンティでは，プロテスタントは明らかに多数派だったが，Fermangh と

Tyrone では，人口の約半分，Cavan と Donegal，Monaghan では，2 割以下だっ

た。英国政府は，9 つ全てのカウンティを切り離すことを望んだが，ユニオ

ニストたちは，6 つのカウンティの案を政府に働きかけた。個々のカウンティ

の自己決定に任せたら，さらに離脱する（自由国への加入を希望する）カウ

ンティが出てくることを懸念して，そのような方法は採られなかった。

（2）北アイルランド政府とストーモント議会

結局，6 つのカウンティが北アイルランドに属することになり，1920 年の

アイルランド政府法によって，北アイルランド政府が設置された。そして，
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1922 年のアイルランド自由国法によって，南北の分離が規定され，さらに，

北アイルランド政府のしくみなどについては，1949 年のアイルランド法に

よって補足された。北アイルランドは，二院制の議会を持つことになった。

一つは，直接選挙で 52 名の議員からなる庶民院で，これは選挙区から選ば

れる 48 名とベルファーストのクイーンズ大学を代表する 4 名から構成され

た。もう一つの第二院は，上院（Senate）と呼ばれ，2 名の職務上のメンバーと，

24 名の庶民院によって間接的に選出されるメンバーから構成された。庶民

院は，首席大臣を選出し，また内閣も形成した。そして，庶民院は，首席大

臣の意思で解散され，最長の任期は 5 年間だった。上院の任期は 8 年間で，

4 年ごとに半数が改選された。財政的な立法については，庶民院が審議し，

上院は修正できないとされた。両院で合意できない事項については，総督が

合同会議を召集することになっていた。

北アイルランド政府は，ストーモント城を拠点に置かれた（1932 年）。北

アイルランドへは権限移譲されず，ウェストミンスター国会が握り続ける権

限は，除外事項（expected matters）と呼ばれた。王位，税制，軍隊，外交関係，

対外貿易，主権などがそれである。このストーモントへの “first devolution”

でユニークなのは，留保事項（reserved matters）というカテゴリーが設け

られたことである。これは，この南北分割は一時的なことで，将来（数年以

内に），南北は再統一して，全アイルランド議会が設けられるだろうと当時

は予想されていたからである。そこで，その再統一までの間，一時期，ウェ

ストミンスターが預かる権限が，留保事項と呼ばれるものである。つまり，

再統一が実現した場合には，それらの権限は全アイルランド議会に移譲され

るものであった。具体的には，郵便・切手，貯蓄銀行，証書の登録，土地の

購入などがそれである。多くの権限が，北アイルランド議会に移譲されたの

で，ウェストミンスターには前ほど北アイルランドの利益を代表する議員が

必要でなくなった。そこで，北アイルランド選出の国会議員は，17 名から

13 名に削減された。

ストーモント（北アイルランド議会・政府）には，主権はなかった。北ア
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イルランド議会の立法については，裁判所，貴族院，枢密院司法委員会に訴

訟を起こすことができた。さらに，英国政府が，北アイルランド議会の法案

に同意しない場合には，君主がそれを承認しないよう，総督に命じることが

できた。また，ウェストミンスターは，北アイルランドを縛るような立法を

制定する権限を保有していた（それは，権限移譲された事項に対しても）。

しかし，ウェストミンスターは，北アイルランドに対して非常に非介入的で

あった6）。

ストーモントの税財政のしくみはどうなっていたのであろうか。北アイル

ランドの課税の第一のものとしては，帝国税が挙げられる。この帝国税，所

得税，関税，物品税（消費税），収益税については，ウェストミンスターに

握られていた。ストーモントに移譲された税としては，自動車ライセンス税，

娯楽税，印紙税がある。北アイルランド独自の歳入だけでは，英国政府が求

める公共サービスのレベルを維持することができなかった。そこで，1946

年以降は，英国政府の大蔵省と北アイルランドの財務長官の間で協議して，

英国政府から北アイルランドに付与される財源の総額が決められた。ただし，

それは，大ブリテンの地方自治体が使えるような使途の自由度の高い（使途

の制限がない）包括補助金ではなかった。そうした事情のため，北アイルラ

ンド政府は，長期的な視点に立った計画を作ることができなかった。英国政

府と北アイルランドの責任は明確に分けられていたが，1945 年以降，それ

は次第に複雑になってきた。と言うのは，多くの社会立法が制定され，当初

規定された両者の責任分担には，それらの新しい分野は含まれていなかった

からである。保健がその代表的な例である。責任は，北アイルランドに移譲

されたが，基本的な政策決定は，ウェストミンスターで行われた。

次に，少し政治状況について触れたい。1920 年代における北アイルラ

ンドの政治状況は，ユニオニスト党，オレンジ・オーダー，RIC（現在の

RUC）から成るプロテスタントの三頭政治だった。彼らは，自らの支配を強

化するために，南の自由国内での内乱の脅威を宣伝して，1922 年に市民自

治体（特別権力）法を制定し，地方自治体に拘束や強制収容に関する広範
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な権限を与えた。また，北アイルランドにおける地方自治体議会の投票は，

1920 年に制定された法律に基づき，比例代表の STV 方式だった。これは，

交差コミュニティ代表を保障するためである。しかし，1921 年の自治体議

会選挙の結果，Fermanagh と Tyrone の両カウンティにおける 21 のディス

トリクトで，ナショナリストが多数派になるという状況が見られた。そして，

これらの自治体は，北アイルランドの統治を脱して，南の自由国への加入を

希望した。北アイルランド政府は，すぐにこれらの地方議会の機能を停止し

て，コミッショナーに置き換えると同時に，選挙方法も STV から小選挙区

制に変更した（小選挙区制への変更の際，大規模なゲリーマンダリングが行

われた）。1925 年のストーモント議会議員選挙では，ナショナリストとシン

フェイン党の反ユニオニスト連合が，1921 年選挙に比べて，議席を伸ばし

たのに対して，ユニオニストは議席を減らした。この結果を見て，北アイル

ランド政府のクレイグ首席大臣は，ストーモント議会選挙でも，STV 方式

の廃止を提案し，それを 1929 年に実行した。

（3）ストーモントの終焉

1963 年，リベラル・ユニオニストのオニール（OʼNeill）が，北アイルラ

ンド政府の首席大臣になった。オニールは，1 つのアイルランド，そして大

ブリテンとの再連合（連邦制の形態）を夢見ていた。一方，南部では，1948

年にコステロ（John A. Costello）首相が，アイルランドが完全な共和制にな

ることを宣言し，1949 年にはコモンウェルスからも脱退した。保守党政権

の間は，英国政府は北アイルランドの政治に全く関心を示さなかった。1964

年にハロルド・ウイルソンの労働党が勝利したあたりから，北アイルランド

をめぐる状況に少し変化の兆しが見られ始めた。北アイルランドでは，ストー

モント議会や自治体議会の選挙権が，納税者に限られていた。大ブリテンで

は，全ての成人に認められていた。そこで，北アイルランドにおいても，「1

人 1 票」の基本的な権利を獲得する運動が展開された。その後，北アイルラ

ンドのユニオニストの分裂が始まった。1969 年 4 月，オニールは辞職に追
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い込まれ7），1973 年の選挙では，13 以上のユニオニスト党が競うというよ

うな状況が見られた。次第に，北アイルランドでは，ユニオニストとナショ

ナリストの対立が激しさを増すようになり，暴力がプロビンスを覆った。

英国政府は，このような状況に対しても，当初は不介入の姿勢であった。

それまでも，北アイルランドでは，住宅の分配や学校への教師の任命などに

ついてセクト主義的な差別が見られた8）。英国政府は，こうした問題につい

ても無視し続けた。しかし，その英国政府も嫌々ながら，北アイルランドへ

の介入を決めた。1972 年 1 月 30 日（血の日曜日），デリーで公民権の拡大

を求めるデモ隊に落下傘兵士が火を放ち，13 人が死亡した。危機管理に関

する責任が，ロンドンとストーモントで分かれていることが問題になり，エ

ドワード・ヒースは，ストーモントの停止を決意した。1972 年 3 月 22 日，

ストーモント（北アイルランド議会・政府）は閉会され，英国政府の直接支

配下に入った。

1972 年以降の北アイルランドでは，テロなどの危機的な状況が続いてい

た。再び “devolution” を求める声はあったが，上記の軍事的危機がそれを

許さなかった。残る平和への道は，政治的解決を図るしかなかった。1973

年，国務大臣のウイリアム・ホワイトロウによって北アイルランド憲法が提

案された。そこでは，“devolution” のしくみとして，78 の議席を有する議会

（Assembly）が用意されていた。実際に，1973 年 6 月，比例代表の STV 方

式により選挙が行われた。執行部は，権力共有の形態で作られ，オフィシャ

ル・ユニオニストと同盟党（the Alliance party）によって構成された。この

“devolution” の再開は，上記のようにホワイロウの呼びかけによるサニング

デイルの合意9）に基づくものであったが，これに対しては，北アイルランド

でも反対が強く，1974 年 2 月の庶民院議員選挙では，北アイルランド選出

の 12 名のうち 11 名が反対という状況であった。そのような批判の高まりを

受けて，1974 年の北アイルランド法は議会の解散を確認し，再び直接統治

に戻った。

キャラハン政権の時代には，北アイルランドにおける治安は比較的回復し
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た。それは，引き続く戦闘によって，IRA が疲弊し弱体化したからである。

しかし，その小康状態は，1979 年のサッチャー政権の登場によって変化し

た。サッチャーは，北アイルランド問題への積極的な介入を表明したからで

ある。これは，IRA に緊張感を与え，その活動を再び活発化させる結果になっ

た。ただし，サッチャーは，北アイルランドに対して，高圧的（強権的）な

手段を用いるのではなく，宥和的な政策を採った。彼女の北アイルランド相

であるジェイムズ・プライアは，1982 年，「段階的な（rolling）devolution」

を提唱し，同年 10 月，78 名から成る北アイルランド議会が選出された。こ

のしくみは，ナショナリストとユニオニストの両方から拒絶された。しかし，

それでもユニオニスト党は，このしくみをロンドンから来る北アイルランド

に関する立法を監視するしくみとして，4 年近く維持したが，1985 年のユニ

オニストたちのボイコットによって，翌 86 年，その継続をようやく諦めた。

サッチャー時代には，積極的な動きも見られた。1985 年，サッチャー首

相とアイルランド共和国のガレット・フィッファジェラルド首相は，英愛合

意（ヒルズボーンの合意）に署名した。この中の主要な点は次の 2 つである。

一つは，北アイルランド問題の解決には，アイルランド全体（南のアイルラ

ンド共和国を含んだ）の意思より，北アイルランド市民の合意が必要である

ことを，ダブリン（アイルランド共和国）側が初めて認めたことである。も

う一つは，英国とアイルランド共和国との間で定期的な閣僚級の会合の機会

を持ち，国境を越えて共有する問題を処理するしくみを作るという提案がな

されたことであった。しかし，この合意に対しても，南北双方で批判を受け

ることになった。その後，1993 年 12 月 15 日，ジョン・メージャーが，アルバー

ト・レイナルド（アイルランド共和国首相）と共同声明（ダウニング・スト

リートの声明）を発表するような動きもあったが，事態は好転しなかった。

その問題の根源は，IRA などの準軍事的な（paramilitary）組織が武器を所

有していたことである。英国政府としては，これらの準軍事的な組織が武装

解除しない限りは，シンフェイン党との話し合いに参加できないという姿勢

を採っていた。
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こうした膠着状態の解決に救いの手を差し伸べたのが，アメリカである。

アメリカは，地域紛争の解決，世界の平和維持という理念に加えて，アイル

ランドからの移民の多い国として，アメリカ国内でも北アイルランド問題へ

の解決を求める声が強かった。そこで，アメリカの仲介により成立したの

が，1998 年のグッド・フライデーの合意である。この合意では，次の 3 点

の合意に達した。①北アイルランドに 108 名の議員から成る北アイルランド

議会を設置する。それは，比例代表制の STV 方式による。② 12 名のメンバー

からなる執行委員会（内閣）を設け，ユニオニストの優位を防ぐようなしく

みにする。③両国をまたぐ問題を処理するための南北の協議機関を設ける。

1972 年のストーモント議会の解散後，不安定であった北アイルランドの状

況にようやく安定した状況が生まれようとしていた。

4．北アイルランド議会の試練

（1）グッド・フライデー合意の成果

1998 年 4 月 10 日のグッド・フライデー合意に基づいて，同年 5 月 22 日，

合意に関する住民投票が，北アイルランドとアイルランド共和国で同時に実

施された。6 月 25 日には，議会を選ぶ選挙が行われ，7 月 1 日，北アイルラ

ンド議会が開会した。グッド・フライデー合意をめぐる住民投票については，

北アイルランドにおける投票率が 81.1％と極めて高く，投票者の 71.12％

が賛成し，反対は 28.88％だった。一方，アイルランド共和国での投票率は

56.3％と低かったが，94.4％が賛成し，反対は 5.6％しかなかった。

上記のように，北アイルランド議会の第 1 回目の選挙は，1998 年 6 月に

行われた。ウェストミンスターの 18 の選挙区に基づいて，各 6 名ずつの

計 108 名の議員が選ばれた。この選挙では，社会民主・労働党（SDLP）が

第一党になった。ちなみに，第 2 回目の選挙は，2003 年 11 月 25 日に実施

された。この時は，シンフェイン党が SDLP を破った。投票率も 1998 年の

70％に対して，2003 年には 56％に落ちた。これは，北アイルランド政治に
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対する市民の不満が，投票率の低下やカトリック勢力の台頭につながったも

のと思われる。

北アイルランド議会では，グッド・フライデー合意に基づいて，ユニオニ

ストの優位を抑制するような工夫が施された。議会議員選挙の投票方法とし

て，比例代表制の STV 方式が採られたのもその一つである。また，議会の

意思決定においては，交差コミュニティ投票手続きという方法が採られた。

この手続きには，次の 2 種類があった。①並列合意（parallel consent）：投

票の結果，多数派が形成された場合，そこには必ず，ユニオニストとナショ

ナリストの両方を含まなければならない。②投票効力調整多数決（weighted 

majority）：出席議員の 60％以上の賛成が必要で，その中には，最低 40％は

ユニオニストとナショナリストの賛成を含まなければならない。この勢力均

衡（権力共有）のしくみは，首席大臣や副首席大臣の任命，法定委員会の任

命，予算の承認などの重要な政府の政策決定に義務づけられた。

ちなみに，英国政府において北アイルランドを監督する機関は，北アイル

ランド省である。それは，国務大臣（Mo Mowlaw）と 4 名の副大臣で構成

された。これらの副大臣が，憲法的事項，安全保障，警察，裁判所そして 6

つの社会・経済的部局（①農業，②経済開発，③教育，④財政・人事，⑤環境，

⑥保健・社会サービス）などを担った。また，北アイルランド省は，5 つの

教育および図書館評議会，4 つの保健および社会サービス評議会，26 のディ

ストリクト（道路の清掃，ゴミ収集，消費者保護，環境保全，レクリェーショ

ン施設などに責任を持った）によって補佐された。

1998 年 12 月 18 日，北アイルランドの首席大臣のトリンブル（Trimbe）

と副首席大臣のマローン（Mallon）は，執行部の構造などについて合意した。

その中には，南北の協議機関の設置やその協力すべき 6 つの分野（a. アイル

ランド内の水道，b. 食の安全，c. 商取引・事業の発展，d. 特別の EU 政策，

e. 言語，f. 農業）なども含まれていた。しかし，マローンは，その後，UUP

の立場を貫いて，副首席大臣を辞任した。一方，トリンブルは，“devolution”

を進めることで合意していたが，2000 年 1 月末までに，十分な武装解除が
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行われない場合は，トリンブル自身が首席大臣を辞任することを表明した。

この約束を UUC（Ulster Unionist Council）は了承した。UUC の合意によって，

1 年半の間，一時停止状態にあった “devolution” をウェストミンスターが進

めることが可能になった。11 月 30 日のウェストミンスター（庶民院）にお

ける投票では，賛成 318 対反対 10 で，“devolution” が承認された（正式の

承認日は，12 月 2 日）。

北アイルランド議会における投票の結果，政府の執行部を形成することに

なったのは，アルスター統一党（UUP），社会民主・労働党（SDLP），民主

統一党（DUP），シンフェイン党（SF）の 4 党だった。内閣は，首席大臣と

副首席大臣の他に 10 名のメンバーが選ばれたが，UUP と SDLP から各 3 名，

DUP と SF から各 2 名が参加した。この 10 名の閣僚（執行委員）が担当す

る部局（省庁別委員会）は，次の 10 であった。①農業と農村開発，②文化・

芸術・レジャー，③教育，④事業・商取引・投資，⑤環境，⑥財政・人事，

⑦保健・社会サービス・公衆安全，⑧高等教育・生涯教育・雇用訓練，⑨地

域開発，⑩社会開発の 10 であった。また，この時点において，6 つの常任

委員会が設けられた（①会計監査委員会，②事業委員会，③中央委員会，④

手続き委員会，⑤公会計委員会，⑥基準・特権委員会）。

（2）北アイルランド議会の一進一退

DUP のメンバーは，初めから権力共有（power-sharing）に参加すること

を拒絶した。2 名の DUP 大臣は，シンフェイン党が出席する内閣の会合に

は出席しなかった。準軍事的組織の武装解除はなかなか進みそうになかった。

それにつれて，議会の歩みはペースダウンした。UUC の会合は，2000 年 2

月 12 日に予定されていた。その時，武装解除が始まっていなければ，デイビッ

ド・トリンブル（David Trimble）が辞任することは確実に思われた。トリ

ンブルが辞任すれば，執行部は崩壊する。そこで，英国政府の北アイルラン

ド大臣のピーター・マンデルソン（Peter Mandelson）は，執行部の崩壊を

食い止めるため，議会の機能を一時的に停止し，直接統治に戻すことを決意
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した。北アイルランド議会は，1999 年 2 月 12 日午前零時に機能を停止した。

その約 1 年 3 か月後，2000 年 5 月 29 日，“devolution” が再開された。しかし，

DUP は，相変わらず，シンフェイン党と権力を共有することへの反対を続

けた。6 月 26 日，軍事査察が行われ，査察チームはその結果に満足していた。

しかしながら，7 月 4 日，DUP はシンフェイン党が IRA を支援することを

非難し，シンフェイン党の大臣を内閣から取り除く動議を出した。交差コミュ

ニティの支援が必要なので，こうした動議は通らないのは始めから分かって

いた。

英国政府とアイルランド共和国政府の間では，グッド・フライデー合意

の際，南北間の協議機関を設けることが申し合わされた。それに基づいて，

次の 3 つの機関が設置された。南北閣僚級会議（NSMC），英愛会議（BIC），

英愛政府間会合（BIIGC）の 3 つである。NSMC は，2002 年までに 8 回の会

合を持ったが，その後中心されてしまった。また，英愛会議には，英国政府，

アイルランド共和国政府の他，北アイルランド，スコットランド，ウェールズ，

マン島，チャンネル諸島の代表などが参加した。しかしこれも，次第に開催

されなくなった。NSMC や BIC の停止後，南北間協議の受け皿になったのは，

BIIGC であった。

北アイルランド問題のネックは何か。複雑に絡み合う多くのアクターの利

害と不信に対して，政府間の交渉に加えて，シビック・フォーラム（Civic 

Forum）などの市民（民間）ベースの機関もその解決に努力した10）。そうし

た多次元的な努力の結果，問題の争点が明確になってきた。北アイルランド

問題の争点としては，次の 3 点が挙げられた。① IRA の武装解除と北アイ

ルランド内での英国軍の非軍事化，②北アイルランド警察の改革，③公共の

建物への国旗の掲揚の 3 点であった。IRA の武装解除がユニオニストにとっ

ての必須条件ならば，警察改革はナショナリストにとって同様の意味を持っ

た。と言うのは，それまで北アイルランドの警察は，RUC（Royal Ulster 

Constabulay）という厳めしい名前を持ったが，北アイルランド警察サービ

ス（PSNI）というニュートラルな名前に変更された。その結果，PSNI の評



—  110  —

北アイルランドにおける分権化の経緯と現状・課題（石見）

議会には，ユニオニストとナショナリストの両方のメンバーが参加した。こ

れで，問題が一つ解決した。

しかし，その後も，北アイルランド問題の解決は，一進一退を繰り返した。

その度に，“devolution” が復活し，また停止された。その過程をつぶさにな

ぞることはあまり積極的な意味を持たないと思う。一応，主な動きを以下に

まとめておく。

・2001 年 7 月 1 日，デイビッド・トリンブルが北アイルランド政府首席大

臣を辞任する。

・同年 7 月中旬，英国とアイルランド共和国の両首相は，全政党に特別会議

の召集を呼びかけた。その結果，合意文書が作成された（武装解除の期限

が定められなかったことについては，ナショナリストを満足させた）。

・同年 8 月 10 日午前零時，北アイルランド相のジョン・レイド（John Reid）は，

北アイルランド議会の機能を停止し，直接統治に戻す（しかし，その 24

時間後，さらに交渉を継続するため，再び議会の機能が戻る）。

・2002 年 10 月 14 日，レイドは，再び議会を停止し，直接統治へ。

・2003 年 5 月 1 日，ブレアは，IRA が武装解除するまでは，北アイルラン

ド議会の選挙を実施しないことを宣言。

次の大きな動きは，2003 年 9 月 4 日に訪れた。この日，4 つの強力な権限

を持つ独立の監視委員会（IMC）が，準軍事的組織の停戦への監視に関わった。

この日を契機に，主要政党はためらいながらも，再び “devolution” に向けて

の話し合いを始めた。

その後の動きを見る上で重要なのは，2006 年 10 月 13 日のセント・ア

ンドリュースの合意（the St Andrews Agreement）である。これによって，

2007 年 3 月 26 日までに，“devolution” を復活させることを英国政府とアイ

ルランド政府が合意した。セント・アンドリュースの合意は，英国の国内法

としては，2006 年北アイルランド法という形式を採り，2007 年の “devolution”
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の復活までの間の移行期の議会（Transitional Assembly）の権能などについ

て規定した。1998 年と 2003 年に続いて第 3 回目となる北アイルランド議会

議員選挙は，2007 年 3 月 7 日に行われた。その結果は，DUP が 36 議席を獲

得して第一党になり，シンフェイン党が 28 議席を獲得して第二党となった。

セント・アンドリュースの合意が定める 3 月 26 日という “devolution” の期

限は過ぎたが，DUP 党首のイアン・ペイズリーとシンフェイン党代表のゲ

リー・アダムズが歴史的な会談を行い，“devolution” の復活を 5 月 8 日まで

延期することに合意した11）。この合意に基づいて，5 月 8 日から “devolution”

が復活した。執行委員会（Executive Committee）は，選挙結果に基づいて，

4 つの党に閣僚ポスト（首席大臣，副首席大臣と 10 名の他の大臣の計 12 名）

が割り振られた（DUP4，SF3，UUP2，SDLP1）12）。

北アイルランド問題をかくも複雑にしたのは何か。北アイルランド内のユ

ニオニストとナショナリストの対立，それが，北アイルランド内の政党間対

立にインプットされていること，シンフェイン党の存在，シンフェイン党と

IRA の関係，IRA の非軍事的な活動，IRA 以外の非軍事的な組織の存在とそ

の活動。これらのことが，北アイルランド問題を複雑にしてきたといえる。

5．おわりに

小論では，北アイルランドにおける分権化の状況を歴史的に振り返ってき

た。3 つの時代に分けて，各時代における政治状況などを整理した。第 1 の

時代は，アイルランドの南北分裂に至るホームルールの時代であった。結果

的には，上記のように南北分裂ということになったが，そこに至るプロセス

において，グラットストンは，アイルランドにホームルールを認めるという

アイデアを案出した。つまり，ウェストミンスター国会の主権は維持したま

ま，アイルランドの内政事項に関する自治権を認めるという解決策であった。

これが，“devolution” の原型（ルーツ）であると言える。

第 2 の時代は，アイルランド分割後の北アイルランドにおいてストーモン
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ト議会が活動した時代であった。ストーモント議会は，“first devolution” と

言える試みであった。ストーモント議会の創設当初は，将来における南北再

統一の可能性が想定されていたが，結局それは叶わず，ストーモント議会は，

50 年間存続した。しかし，テロの高まりによって，1972 年にストーモント

議会は閉会させられ，北アイルランドは英国政府の直接支配下に置かれるこ

とになった。それ以後の北アイルランドは，テロとの闘い，そして，南北間

および英国政府との平和の道を希求する歴史であった。

第 3 の時代は，グッド・フライデー合意以降の “devolution” をめぐる紆余

曲折の日々であった。主に IRA の武装解除をめぐる北アイルランド内の党

派間（ユニオニストとナショナリスト）の対立とその調和を模索するプロセ

スである。北アイルランドの平和と “devolution” の再開を求める人々の粘り

強い交渉によって，2007 年 5 月 8 日，“devolution” は再開された。

本文中にも記したように，アイルランド問題こそが，英国における

“devolution” の原型（ルーツ）であるということが小論において最も確認す

べきことである。英国における “devolution” は，わが国における分権改革な

どとは異なり，根源的に民族問題を内包していると言える。また，ユニオニ

ストとナショナリストとの対立は，最早，宗教対立の次元の話ではなく，ア

イルランド統治に対するイデオロギー対立以外何物でもない。それらの点を

確認して小論のまとめとしたい。

注

1）　1873 年からは，Home Rule Association に改称。Deacon, Russell, Devolution in 

Britain today, 2ed. Manchester University Press, 2002, p. 41
2）　これは，パーネルとグラッドストンによって合意されたもので，チェンバレン

によって仲介された。Ibid., p. 42
3）　アイルランド民族党所属の国会（庶民院）議員が急増した背景には，1884 年に

選挙権が拡大されたことが影響していた。この選挙権の拡大は，3 回目のこと
であったが，これによって，選挙権は農業労働者にまで拡大した。アイルラン
ドでもそれは人気を博し，アイルランドの有権者数は 5 倍になった。Bogdanor, 
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Vernon, Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press, pp. 20-21
4）　ホームルールに関する定義としては，ボクドナーも引用しているように，アイ

ルランドの民族主義指導者であるジョン・レドモンドの次の定義が最も明確で
ある。「私は，ホームルールによって代議制政府のアイルランドへの復活を意味
している。そして，私は，代議制政府は大多数の人々によって憲法的に表明さ
れた意思を伴い，政府が統治するものに憲法的に責任を持つ省庁によって実行
される政府を意味すると定義する。他の言葉で言うと，私は，アイルランドの
内政事項は，アイルランド国会によって規制され，植民地や外国，帝国の共通
利益に関わる帝国や全ての事項は，現在そうなっているように帝国の議会（ウェ
ストミンスター）によって規制されることを続けることを意味している。この
提案の根底にあるアイデアは，一方における分離と，他方における政府の過度
の集権の間にある中庸の道を見つけようとする欲望である」。Ibid., p. 20

5）　「国会」の語は，慎重に避けられた。なぜなら，それは，ウェストミンスターの
主権への挑戦を意味すると考えられたからである。つまりそれは，ウェストミ
ンスターに主権が残ることを意味していた。Ibid., p. 20

6）　1923 年に庶民院議長は，北アイルランドへ権限移譲された事項に関する大臣
質問では，ストーモントに訊ねるべきであるというルールを確立した。また，
1967 年以降，住宅や教育，地方自治などの市民生活に関わる事項は，北アイル
ランド自身の考えが尊重されるべきであるという慣習が確立した。Deacon, p. 

97
7）　1969 年の選挙において，オニールのユニオニストも 33 議席を獲得したが，11

議席が反オニール候補に流れ，ユニオニストの分裂が決定的になった。Ibid., p. 

106
8）　1920 年法の第 5 条では，宗教的不寛容や差別を禁止していた。Ibid., p. 97
9）　ダブリンとベルファーストからそれぞれ 7 人ずつが参加し，IRA の代表も参加

した。Ibid., p. 109
10）　グッド・フライデー合意は，多様な市民社会の声を政治に反映するため，諮問

機関としてシビック・フォーラム（Civic Forum）を設置することも規定していた。
シビック・フォーラムは，ビジネス，労働組合，他の市民セクターの代表者によっ
て構成され，社会・経済・文化的な問題を協議するしくみである。シビック・フォー
ラムは，2000 年 10 月に発足した。それは，60 名のメンバーと議長から構成され，
彼らは，首席大臣および副首席大臣によって任命された。そのメンバーは，3 年
任期だった。フォーラムの設置に賛成した政党は，それ（フォーラム）が交差
コミュニティの合意を育てる大いなる潜在力を持つしくみとして期待していた
が，次第に彼らは失望し，それを中産階級の「おしゃべりの場」として批判した。
Tonge, Jonathan, The New Northern Irish Politics?, Palgrave, 2005, p. 203
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11）　ストーモントの議事堂での会談における両党首の姿は，平和プロセスにおける
一里塚として世界中に放送された。McEvoy, Joanne, The Politics of Northern 

Ireland, Edinburgh University Press, 2008, p. 173
12）　北アイルランド議会ウェブページ，http://www.niassembly.gov.uk/io/summary/

new_summary.htm（アクセス日：2009 年 10 月 3 日）


